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食品衛生法に基づく許可・届出
許可制度及び届出制度

• 製造業、調理業、加工を伴う販売業 等

• 32業種

• 施設基準あり、保健所の許可が必要

要許可業種

• 温度管理等が必要な包装食品の販売業、
保管業 等

• 施設基準なし、保健所へ届出が必要
要届出業種

• 常温で保存可能な包装食品のみの販売 等
(農林水産物の採取業を含む)

• 手続き不要

許可届出
対象外

制
度
化
の
対
象

事業者の
規模等を考慮

HACCPに基づく衛生管理

大規模事業者
と畜場、食鳥処理場 等

HACCPの考え方を
取り入れた衛生管理

小規模事業者
当該店舗での小売販売のみ 等

制度化の対象外

HACCP制度化
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食品営業許可（32業種）
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食肉処理業
食用に供する目的で
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第２条第１号に規定
する食鳥以外の鳥
若しくは
と畜場法第３条第１項に規定する獣畜以外の獣畜
をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、
内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。

食鳥処理場
鶏

あひる
七面鳥かも

きじ
うずら 等

狩猟で捕獲した野生鳥獣が含まれる

と殺・解体する際は食肉処理業の許可が必要

と畜場
牛
豚
馬

緬山羊

いのしし
しか 等
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家畜・家禽と野生鳥獣の食肉処理の違い

出展：小規模なジビエ（イノシシ・シカ）食肉処理施設向け HACCPの考え方を取り入れた 衛生管理のための手引書（一部編集）
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事業内容によって必要となる許可の例

飲食店営業
そうざい製造業

食肉製品製造業 …etc

施設の着工前に必ず保健所に相談を!
（新製品は企画段階で）

事業内容によって
食肉処理業とは

別に許可が必要になる
場合があります
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食肉製品製造業
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食肉製品とは

ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するもの

分類
乾燥食肉製品
非加熱食肉製品
特定加熱食肉製品
加熱食肉製品（包装後加熱）
加熱食肉製品（加熱後包装）

食品衛生法第１３条に基づく
「規格基準」

・成分規格
・製造基準
・保存基準

を遵守しなければならない

ジャーキー、ローストチキン、コーンドビーフ、
ハンバーグ、ミートボール…etc
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食品衛生管理者

資格要件
①医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を有する者
②大学または専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、

水産学、農芸化学の課程を修了した者
③都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設に

おいて所定の課程を修了した者
④高等学校若しくは中等学校を卒業した者で、食品衛生管理者

を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は
添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、
かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

食品衛生責任者の他に食品衛生管理者の設置が必要
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加熱食肉製品（加熱後包装）の製造基準①

一般基準
① 製造に使用する原料食肉は、鮮度が良好であって、微生物汚染の少ない

ものでなければならない。

② 製造に使用する冷凍原料食肉の解凍は、衛生的な場所で行わなければ
ならない。この場合において、水を用いるときは、流水（食品製造用
水に限る。）で行わなければならない。

③ 食肉は、金属又は合成樹脂等でできた清潔で洗浄の容易な不浸透性の
容器に収めなければならない。

④ 製造に使用する香辛料、砂糖及びでん粉は、その１ｇ当たりの芽胞数が、
1、000以下でなければならない。

⑤ 製造には、清潔で洗浄及び殺菌の容易な器具を用いなければならない。
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加熱食肉製品（加熱後包装）の製造基準②

個別基準
加熱食肉製品（加熱後包装）は、次の規格に適合する方法で製造しなければ
ならない。
ａ 製品は、その中心部の温度を63℃で30分間加熱する方法又はこれと

同等以上の効力を有する方法（魚肉を含む製品であって気密性のある容器
包装に充てんした後殺菌するものにあっては、その中心部の温度を
80℃で20分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法）に
より殺菌しなければならない。

ｂ 加熱殺菌後の冷却は、衛生的な場所において十分行わなければならない。
この場合において、水を用いるときは、流水（食品製造用水に限る。）
で行わなければならない。

ｃ 加熱殺菌した後容器包装に入れた製品にあっては、冷却後の取扱いは、
衛生的に行わなければならない。 11



加熱食肉製品（加熱後包装）の成分規格

抜打ちの行政検査等で違反確定したら…

自主回収 又は 回収命令
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営業許可の施設基準について
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施設基準について

食品衛生法
第54条 営業施設の基準の設定

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、政令で定める32業種の施設に
ついて、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を
定めなければならない

食品衛生法施行規則
第66条の7

法第54条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第35条各号に掲げる営業（同条第2号
及び第6号に掲げる営業を除く。）に共通する事項については別表第19、同条各号に掲げる
営業ごとの事項については別表第20、法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準
に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準にあつては別表第19及び別表
第20の基準に加え、別表第21のとおりとする。

千葉県では千葉県食品衛生法施行条例で定めている
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施設基準（共通基準抜粋）
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共通基準（抜粋）

市川保健所HP参考

□結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう
換気が適切にできる構造又は設備を有すること
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市川保健所HP参考

十分な機能を有する冷蔵設備又は冷凍設備を必要に応じて有すること

共通基準（抜粋）
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市川保健所HP参考

が望ましい。
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施設基準（食肉処理業抜粋）
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HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
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HACCPとは

• HACCPとは、Hazard Analysis and Critical Control Point
（危害要因分析重要管理点）の頭文字をとった用語

• 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因
（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に

至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させる
ために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しよう
とする衛生管理の手法

• 国連の国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の合同機
関である食品規格 （コーデックス） 委員会から発表
され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたもの

• 小規模事業者等については、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理
である「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う
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HACCPの考え方
を取り入れた
衛生管理

製造工程ごとの
食品の取扱い

一般衛生管理

衛生的な作業環境

安全な原材料

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

衛生管理計画と記録により衛生管理の取り組みを

『見える化』する！

衛生管理計画を作成する

計画に基づき実施する

確認・記録する 振り返り

注意事項の徹底等

計画･手順の見直し等
文書化

23



24



25



26



小規模なジビエ（イノシシ・シカ）食肉処理施設向け

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
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STEP１ 衛生管理計画の作成（準備）→製造工程の見える化
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STEP１ 衛生管理計画の作成（一般衛生管理のポイント）
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STEP１ 衛生管理計画の作成（重要管理のポイント）
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STEP２ 手順書の作成
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STEP２ 手順書の作成
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STEP３ 衛生管理状況の記録･保存
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• 定期的にすべての記録を確認したら、用紙の欄外に日付とサインを
記入する。

• 衛生上の問題が繰り返して発生している場合は、原因を突き止め、
対応する必要がある。

• より衛生的なジビエ処理を行うことができるかを定期的に振り返る。

クレーム発生時は特に重要な
「検証」の機会

STEP４ 検証
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営業開始後の注意点について
食品衛生法

食品表示法

食品等のリコール情報の報告制度について
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営業開始後の注意点について（食品衛生法）
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次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。
以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、
貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を
損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いが
あるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定
める場合においては、この限りでない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれが
あるもの。

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれが
あるもの。

違反確定したら 自主回収 又は 回収命令

販売等を禁止される食品及び添加物（食品衛生法第６条）
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営業開始後の注意点について（食品表示法）
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食品表示法に基づく表示事項
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一般用生鮮食品（食肉）の表示例
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一般用加工食品の表示例
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食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項
平成27年内閣府令第11号より抜粋

表示内容に誤りがあった場合

回収命令又は自主回収
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食品等のリコール情報の報告制度について
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厚生労働省HPより
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食品表示法第6条第8項府令で定める事項…スライド42 参照



回収等の緊急時に備え、連絡先はまとめておく
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